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火山防災エキスパート派遣に関わる参考資料 
【群馬県：浅間山、草津白根山】 
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（２）火山の概要 

複雑な形成史をもつ火山。黒斑(くろふ)火山(安山岩の成層火山)、仏岩火山(デイサ

イト質の成層火山)(２万年前～１万年前)(降下軽石・溶岩流・小浅間溶岩ドーム(２万年

前)→降下軽石・火砕流→降下軽石・火砕流・溶岩流(13,000 年前)→降下軽石・火砕流・

溶岩流(11,000 年前)の順に活動)が形成された後、約１万年前からは前掛火山が活動を

開始し、山頂部の釜山は現在も活動中。これまでに 10 回余りの大規模な噴火と中小規

模噴火を繰り返してきた。有史以降の活動はすべて山頂噴火。釜山の山頂火口(長径東西

500m、短径南北 440m)内の地形、特に火口底の深さは、火山の活動の盛衰に応じて著し

く変化する。山頂火口は常時噴気しており、釜山西山腹の地獄谷にも噴気孔がある。爆

発型(ブルカノ式)噴火が特徴で、噴火に際しては火砕流(熱雲)が発生しやすい。1108年、

1783 年には溶岩流も発生。噴火の前兆現象として、火口直下に浅い地震が頻発すること

がある。構成岩石の SiO2量は 53.5～74.0wt.%である。 

〔日本活火山総覧（第 4版） 気象庁 平成 25年 3月〕 

①過去の主な噴火災害 

 有史以後の噴火のうち、とくに大規模だったのは、1108 年の天仁の大噴火と、1783

年の天明の大噴火である。 

 1108 年の噴火は、前掛火山で最大規模の噴火だったと考えられており、広範囲にわ

たって、噴石や火山灰を降らせ、田畑に大きな被害をもたらした。大量の火砕流（追

分（おいわけ）火砕流）が流出して、北側と南側の山麓を埋めつくし、そのあと北

斜面に舞台溶岩流が流下した。 

 1783 年の噴火は、浅間山山麓に最大規模の災害をもたらした。５月９日に始まった

噴火は、３ヵ月後には最高潮に達し、８月４日の夜、軽井沢の宿場に大量の噴石が

降り注ぎ、大混乱となった。この日、北麓には吾妻（あがつま）火砕流が流下した。

降灰は遠方にまでおよび、関東地方中部では、昼でも暗夜のようになったといわれ

ている。翌日の午前、大爆発とともに鎌原（かんばら）火砕流が発生。大規模な火

砕流は、浅間山の北斜面をなだれ落ち、その中に含まれていた溶岩片の力で地表を

削り、岩屑なだれとなって鎌原村を埋没させた。この天明の大噴火による死者の数

は、統計によりまちまちだが、全体で 1,500 人前後に達したのではないかと考えら

れている。 

 その後も浅間山は数えきれないほど中小規模の噴火を起こしており、ときには降灰

による被害や空振によるガラスの破損などがあり、登山者が噴石で死亡するなどの

事故も起きている。 

 最近では、2004年９月から小規模から中規模の噴火（爆発）が約半年間にわたって、

頻発した。この一連の噴火による人的被害はなく、建物などへの被害もごく軽微な

もので済んだが、一方で、降灰による農作物の被害や観光施設の一時閉鎖、風評被

害による観光客や宿泊客の減少、防災対応では、交通規制が２県にわたる対応であ

ったため、解除のタイミングなどで一時期混乱が生じた。 
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（４）浅間山の火山防災対策に関する取組 

浅間山は、群馬・長野県境に位置しており、平成 17 年５月には両県による浅間山火

山防災対策連絡会議（以下、連絡会議）が設置されていたが、平成 25 年８月に、連絡

会議は、コアグループ会議を明確に位置づけるなど浅間山火山防災協議会に発展的に移

行している。また、群馬県火山防災対策連絡会議が、浅間山及び草津白根山を対象に、

噴火等による被害の軽減を図るため、群馬県内の火山周辺町村等関係機関により設置さ

れている。 

現在の浅間山火山防災マップ（火山災害予測区域図）は、小～中規模噴火の場合とし

て、平成 15年３月に作成公表されている。また、噴火警戒レベルは、平成 19年 12 月に

運用開始されている（平成 22年 12 月に改正）。 

①浅間山火山防災協議会 

 

 
 

〔「浅間山火山防災対策連絡会議」設置要綱の修正に関する資料（群馬県総務部危機管理室）〕 
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③噴火警戒レベルの運用 

浅間山は、平成 19年 12 月 1日より噴火警戒レベルが運用開始されている。 

 

〔火山噴火（爆発）防災計画（平成 26年度）群馬県火山防災対策連絡会議〕 
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〔「浅間山の噴火警戒レベル」（気象庁リーフレット）〕 
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④火山ハザードマップ・火山防災マップの作成 

 

火山噴火時における住民や観光客等の迅速な避難等のため、浅間山及び草津白根山

について、火山噴火時の溶岩流、火砕流、土石流等の広がりの予測（ハザードマップ：

災害危険区域予測図）、避難所の位置、避難時の心得等を記載した火山防災マップを平

成７年に作成し、住民や旅館等に配布した。 

浅間山については、2003 年（平成 15 年）に改訂を加え、2009 年（平成 21 年）に

も、群馬県、長野県や周辺市町村等で構成する浅間山火山防災対策連絡会議により噴

火警戒レベル１～３までの噴火現象に対応した火山防災マップを作成し、関係市町村

で活用されている。 

また、2011 年（平成 23 年）には、浅間山ハザードマップ検討委員会から提供を受

けたハザードマップを活用し、中噴火に伴う融雪型火山泥流（噴火警戒レベル４～５）

に対する住民説明会用マップを作成し、住民に対して周知を図った。 

今後は、大規模噴火（噴火警戒レベル４～５）までの噴火現象に対応した防災マッ

プの作成を検討中である。 

 

〔火山噴火（爆発）防災計画（平成 26年度）群馬県火山防災対策連絡会議〕 
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《噴火警戒レベル１～３までの噴火現象に対応した火山防災マップ》 
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協議会移行前の「浅間山火山防災対策連絡会議」には、専門部会として火山防災マッ

プ策定ＷＧが設置されており、浅間山ハザードマップ検討委員会とも連携し、「融雪型火

山泥流」に対する防災対応の検討を積極的に進めてきた。平成 23年８月に、浅間山融雪

型火山泥流マップが作成・公表されている。 
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⑤浅間山関係市町村における具体的な避難計画の策定状況 

現状の火山ハザードマップで大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流の影響範囲にある市町村と、火山防災協議会に参加している市町村を対

象に、具体的な避難計画の策定状況についての調査が行われた。全 20項目のうち、「いつ？」「だれが？」「どこからどこへ？」「どうやって？」

に係る重点項目（オレンジ色の項目）が全て「◎」「○」「―」の場合、具体的な避難計画が策定されている。（現時点で、富士山に関係する市

町村で、具体的な避難計画が定められている市町村はない） 
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〈重点項目〉

代替
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嬬恋村 有 有 有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ － △ × ○
長野原町 有 有 有 ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ × △ × ○
東吾妻町 無 無 無 ○ － ○ － ○ － － － － － － － － － － － － － － －
高山村 無 無 無 ○ － ○ － ○ － － － － － － － － － － － － － － －
安中市 無 無 無 ○ － ○ － ○ － － － － － － － － － － － － － － －
高崎市 無 無 無 ○ － ○ － ○ － － － － － － － － － － － － － － －
小諸市 有 有 有 ○ ○ × ◎ × △ △ △ △ × × ○ ◎ ◎ ◎ × × △ × ◎
軽井沢町 有 有 有 ◎ ○ ◎ － × ◎ ◎ ◎ ◎ × × ◎ ◎ ◎ ◎ × × ◎ × ◎
御代田町 有 有 有 ◎ ○ ◎ × × ◎ ◎ ◎ ◎ × × ◎ × × ◎ × × ◎ × ◎
佐久市 有 有 有 ◎ ○ ◎ － × ◎ ◎ △ ◎ × × ○ × × ◎ × × ○ × ×
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〔火山防災ポータルサイト 具体的な避難計画策定状況より抜粋〕 

 

 

◎：項目の必要事項の全てが定められており、地域防災計画にも明記されている。 ○：項目の必要事項の全てが定められている（地域防災計画に明記されていない）。 

△:項目の必要事項の一部が定められていない。                ×：項目の必要事項の全てが定められていない。 

－:現状の火山ハザードマップでは影響範囲外のため評価の対象外である。 
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⑥火山防災に関する啓発活動事例 

■平成 26年度火山防災対策に関する取組状況調査 

平成 26年度に、内閣府において実施した「火山防災対策に関する取組状況調査」より、

浅間山において取組まれた主な活動や事業を以下に示す（なお、一部予定も含まれてい

る）。 

 浅間山の火山噴火現象に関する現地研修会 

 地域防災計画（火山災害対策編含む）の修正など（群馬県、佐久市、御代田町、東

吾妻町） 

 総合防災訓練、職員参集訓練 

 図上ロールプレイング訓練 

 合同登山 

 火山防災協議会の開催 など 
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■防災訓練 浅間山噴火を想定したロールプレイング方式防災訓練 

開催日 平成 27年２月３日（火）13:00～16:00 

開催場所 利根川水系砂防事務所 

主催 浅間山火山防災協議会・利根川水系砂防事務所 

参加機関 

利根川水系砂防事務所、長野国道事務所、群馬県、長野県、嬬恋村、長

野原町、佐久市、小諸市、御代田町、軽井沢町、内閣府、気象庁、自衛

隊、警察、消防など 40機関 112名（見学者 20名） 

浅間山噴火時の防災対応を円滑かつ効果的に実施するため、浅間山火山防災協議会

では、浅間山噴火時の防災対応の確認と関係機関の情報共有の実践を目的としたロール

プレイング方式の防災訓練を実施している。本訓練は平成 19 年度から実施され今回が

８回目になる。 

 



23 

 

〔国土交通省利根川水系砂防事務所ホームページより〕 
 

■学習会 

国土交通省と各都道府県では、昭和 58 年から毎年６月を「土砂災害防止月間」とし

て、土砂災害の防止と被害の軽減を図るための各種活動を実施している。 

利根川水系砂防事務所浅間山出張所では、土砂災害、特に浅間山の噴火に備え火山災

害について、現状やその対策の必要性等を子供の頃から知識を持ってもらうことを目的

に、平成 26年６月に、浅間山南麓市町の４小学校を対象に学習会を開催した。 

〔「浅間山砂防だより」第七号 平成 26年７月４日 国土交通省利根川水系砂防事務所浅間山
出張所〕 
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水釜 

湯釜 
涸釜 

（２）火山の概要 

南東側に低くなる第三紀火山岩からなる基盤山地上に、非対称に成長した成層火山。

西端部の最高所付近に白根山・逢之峰・本白根山等の火砕丘群が南北に並び、それらか

ら東・南方に、数㎞の範囲は安山岩溶岩流の斜面、さらに下方数㎞の範囲はデイサイト

の火砕流台地である。安山岩・デイサイトの SiO2 量は 53.7～64.2wt.%である。白根山

火砕丘頂部には北東から南西に並ぶ水釜、湯釜、涸釜(かれがま)の３火口湖がある。有

史以降の噴火は 1902年の弓池付近までを含む白根山山頂周辺で起き、近年の噴火活動は

すべて水蒸気爆発である。泥流を生じやすい。草津温泉をはじめ、硫気孔・温泉に富み、

硫化水素を発生する噴気活動がある。 

〔日本活火山総覧（第 4版） 気象庁 平成 25年 3月〕 

①過去の主な噴火災害 

 白根山火砕丘の頂部には北東から南西

に並ぶ水釜、湯釜、涸釜(かれがま)の

３つの火口湖がある。有史以降の噴火

は山頂火口周辺で起き、近年の噴火活

動はすべて水蒸気爆発であり、泥流を

生じやすいという特徴がある。 

 1882(明治 15)年の湯釡からの噴火以降、

草木の繁茂していた湯釡火砕丘が、現

在のような白色粘土でおおわれた荒涼

とした風景となったといわれている。 

 1882 年以降、1902（明治 35）年、1925

（大正 14）年、1932（昭和７）年、1939（昭和 14）年に大きな噴火があった。いず

れも水蒸気爆発で、マグマ噴火には至っていない。1902年の噴火は現在駐車場やレ

ストハウスある弓池付近で発生し、浴場や事務所の建物が全壊した。また、以後も

しばしば小噴火を繰り返し、1932 年に起きた水蒸気爆発では、山上の施設が大破、

発生した火山泥流によって硫黄鉱山の作業貝２人が犠牲になった。1939年の噴火で

は、山麓の草津温泉でも、かなりの降灰がみられたといわれる。 

 1942（昭和 17）年、1976（昭和 51）年、1982（昭和 57）年などの噴火は、いずれ

も涸釡、湯釡、水釡などの火口内で生じている。 

 1970 年代には、有毒な火山ガスによる事故が相次いで起き、1971（昭和 46）年 12

月 27 日、スキーヤー６人が、温泉用のボーリング孔から漏れていた硫化水素によっ

て中毒死、1976（昭和 51）年８月３日、本白根山白根沢で、登山中の女子高校生が

小休止した場所に火山ガスが滞留していたため、３人が中毒死する事故があった。 

 1983 年 11月 13 日には、湯釜で２回にわたり水蒸気爆発が発生し、人頭大の噴石を

600～700ｍの範囲に放出した。 

〔「火山に強くなる本」山と渓谷社／関東・甲信越の火山Ⅰフィールドガイド日本の火山①築
地書館〕 

〔３つの火口湖（気象庁作成資料）〕 
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③噴火警戒レベルの運用 

草津白根山は、平成 19年 12月 1日より噴火警戒レベルが運用開始されている。 

 
〔火山噴火（爆発）防災計画（平成 26年度）群馬県火山防災対策連絡会議〕 
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〔「浅間山の噴火警戒レベル」（気象庁リーフレット）〕 
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④火山ハザードマップ・火山防災マップの作成 

草津白根山火山噴火災害危険区域予測図作成検討委員会の監修を受け、噴出岩塊、

火山灰・軽石を想定した「草津白根山火山防災マップ」が平成 7 年に作成され、住民、

旅館等に配布されている。 
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⑤草津白根山関係市町村における具体的な避難計画の策定状況 

現状の火山ハザードマップで大きな噴石、火砕流、融雪型火山泥流の影響範囲にある市町村と、火山防災協議会に参加している市町村を対

象に、具体的な避難計画の策定状況についての調査が行われた。全 20項目のうち、「いつ？」「だれが？」「どこからどこへ？」「どうやって？」

に係る重点項目（オレンジ色の項目）が全て「◎」「○」「―」の場合、具体的な避難計画が策定されている。（現時点で、富士山に関係する市

町村で、具体的な避難計画が定められている市町村はない） 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

火山防災
協議会

コアＧ
災対本部
設置時期

災対本部
代替施設

合同対策本
部等

噴火
シナリオ

入山規制
実施時期
〈重点項目〉

入山規制
実施範囲
〈重点項目〉

避難
実施時期
〈重点項目〉

避難
対象地域
〈重点項目〉

噴火時の
交通規制

広域避難
受入先

観光客への
情報伝達

観光客の
避難誘導

住民への
情報伝達

避難ﾙｰﾄ
〈重点項目〉

代替
避難ルート

避難所
〈重点項目〉

輸送手段
〈重点項目〉

代替
輸送手段

草津町 有 有 有 ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × × × ◎ × ◎ ◎ × ◎ × ◎

中之条町 有 有 有 ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × × × ◎ × ◎ × × ◎ × ◎

嬬恋村 有 有 有 ◎ ◎ ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × × × ◎ × ◎ ◎ × ◎ × ◎

長野原町 有 有 有 ◎ × ◎ － ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × × × ◎ × ◎ ◎ × ◎ × ◎

山ノ内町 無 無 無 － － － － － － － － － － － － － － － － － － － －

高山村 有 無 無 × × × － × △ △ △ － － － － ◎ × － － － － － －

☆☆ ☆

群
馬
県

長
野
県

草
津
白
根
山

☆

影
響
範
囲
内
に

行
政
区
域

影
響
範
囲
内
に

居
住
地
域

市町村

影
響
範
囲
内
に

一
時
滞
在
施
設

調査項目

火
山

火
山
防
災
協
議
会

噴
火
シ
ナ
リ
オ

火
山
ハ
ザ
－
ド
マ

ッ
プ

噴
火
警
戒
レ
ベ
ル

都
道
県

 

 
〔火山防災ポータルサイト 具体的な避難計画策定状況より抜粋〕 

 

 

◎：項目の必要事項の全てが定められており、地域防災計画にも明記されている。 ○：項目の必要事項の全てが定められている（地域防災計画に明記されていない）。 

△:項目の必要事項の一部が定められていない。                ×：項目の必要事項の全てが定められていない。 

－:現状の火山ハザードマップでは影響範囲外のため評価の対象外である。 
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⑥噴火警戒レベル２へ引き上げた際の対応 

■交通規制 

群馬県では、草津白根山の噴火警戒レベルが、レベル１からレベル２に引き上げられ

たことを受けて、湯釜火口から半径１㎞圏内を含む、国道 292号の 2.5㎞区間の交通規

制を 2014 年６月３日から実施している。その後、安全に配慮した上で同年６月 14日に

規制が緩和され、日中の午前８時から午後５時の間は、通行可能としている。 

群馬県ホームページ：http://www.pref.gunma.jp/05/am4900064.html 

 

⑦火山防災に関する啓発活動事例 

■平成 26年度火山防災対策に関する取組状況調査 

平成 26年度に、内閣府において実施した「火山防災対策に関する取組状況調査」より、

草津白根山において取組まれた主な活動や事業を以下に示す（なお、一部予定も含まれ

ている）。 

 火山噴火予知連絡会開催に伴う報告会 

 現地確認訓練（現地備品・看板等設置確認・避難誘導・防災無線周知等） 

 草津白根山硫化水素ガス安全対策推進協議会開催 

 草津白根山防災会議協議会開催 

 群馬県火山噴火（爆発）防災計画の見直し など 
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■草津町ホームページによる火山ガスに関する注意呼びかけ 

草津白根山では、これまでにも有毒な火山ガスによる事故が相次いで発生してい

るため、草津町では、町ホームページでも危険箇所のお知らせや事故防止などの呼

びかけを行っている。（以下は、草津町ＨＰ抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔草津町ホームページ
http://www.town.kusatsu.gunma.jp/www/contents/1227593661357/〕 
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■草津白根山周辺の観光コースと火口周辺の防災施設情報の提供 

草津温泉観光協会では、火口湖湯釜を中心とした「白根山・湯釜見学コース」を

ホームページ等でＰＲしているが、湯釜周辺の防災施設や規制ラインを示した地図も

作成し、コース案内と併せてお知らせしている。 

 

 

〔草津温泉観光協会ホームページ https://www.kusatsu-onsen.ne.jp/hiking/erea-a.html〕 
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■群馬県火山噴火（爆発）防災計画の見直し 

本計画は、県内に所在又は県内に影響を及ぼすおそれのある活火山のうち、浅間山、

草津白根山に対する災害対策について、群馬県地域防災計画の細部計画として位置付け

られるものである。 

その構成は、「噴火時等の避難に係る火山防災体制の指針」（平成 20 年３月 19 日、内

閣府主催の「火山情報等に対応した火山防災対策検討会」がとりまとめ）を参考とし、

また、他の対象火山に対する防災関係会議の申し合わせ、計画等との整合性を図りつつ、

以下のとおりである。計画は、２年に一度見直しが行われている。 

近年では、平成 26年度に見直しを実施し、協議会参加機関など、多くの関係機関から

の意見を反映し、修正・調整を行った。 

 

◎第１編総論 

第１章総則 

第２章対象火山の概況 

第３章対象とする火山現象 

第４章噴火警報等の概要 

◎第２編予防対策 

第１章観測体制 

第２章火山ガス対策 

第３章火山防災知識の普及啓発 

第４章情報ネットワークの運用 

◎第３編災害応急対策 

第１章対象火山共通対策 

第２章浅間山火山対策 

第３章草津白根山火山対策 

第４章関係機関の配備体制 

◎資料編 

 

 

 

 

 

 

 

〔群馬県ホームページ：http://www.pref.gunma.jp/05/am4900067.html〕 


